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●自分が住んでいる場所は避難が必要な場所
　なのかを確認する
　市では、洪水や土砂災害が発生した時の被害想定

と避難所を示した防災ハザードマップを配布してお

り、市ホームページにも掲載しています。日頃から

いざというときに備えて、災害時の取るべき行動の

確認をお願いします。

※竹原市防災ハザードマップをお持ちでない人は、

　危機管理課でお渡ししています。

●親戚や友人・知人の家等への避難が可能か
　確認する
　密集した空間の中での集団生活により、新型コ

ロナウイルス等の感染症のリスクが高まる危険性が

あります。

　市が指定した避難所だけでなく、可能な場合は災害

危険のない親戚や友人・知人の家等も避難先として検

討してください。事前にコースや接近の日時が分かる

大雨や台風などは、早めの対応と避難をお願いします。

※開設する避難所は市ホームページ、防災メール等

　で公表しています。

●感染拡大のリスクがあることを認識する
・健康状態の確認
　避難所に向かう際に、発熱や倦怠感などの症状が

ある人は、避難する前に必ず危機管理課（☎２２-

２２８３）へご連絡ください。

梅雨時期を迎え、大雨や長雨による土砂災害や浸水害が発生しやすくなります。

災害発生時に避難をする場合は、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期することが重要です。

そこで、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難のポイントをお知らせします。

問い合わせ　危機管理課 　☎２２-２２８３

がけ崩れ 土石流

～梅雨時期の災害への備え～
避難所における新型コロナウイルス感染症対策へのお願い

・避難所での手洗い、咳エチケット等の徹底　

　避難先では、定期的な手洗いや消毒、正しい

マスクの着用、咳エチケット等の基本的な感染

対策をお願いします。避難する場合は、普段用

意している非常持出品に加え、マスク、体温計、

タオル、手洗い用石鹸などの衛生用品を持参す

るようにしてください。

・十分な換気の実施、スペースの確保等
　地域交流センターや学校の体育館では、個

室のような専用スペースの確保は困難です。避

難所内では十分な換気とともに他者との仕切り

（パーテーション）の設置や、距離（２ｍ）をと

るなど、スペースの確保に留意してください。

●非常持出品を準備する

   非常持出品
持ち出しやすい所に

置きましょう！

　食料品（１日分）、飲料

水（１ℓ）、懐中電灯、携

帯型ラジオ、常備薬、歯

ブラシ、充電器、貴重品

　など

 在宅避難時の
備蓄

ライフラインや物流が
止まってしまった時に

備えましょう

飲料水（１人１日３ℓ・３

日分）食料（調理不要な缶

詰、インスタント食品等の

非常食３日分以上）など
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登録無料！

竹原市防災
情報等メール

　市からの防災情報等を
登録先へメール配信

します。

　市では、災害時の情報発信のひとつとして、気象・地震や避難など

の防災情報を登録した携帯電話やパソコンへ配信するサービスを行っ

ています。

　またこれらの情報に加え、行方不明者などの情報も配信しています。

登録方法

①携帯電話やパソコンから、次の登録用アドレスへ空メールを送信　

　するか、右の二次元バーコードを読み込んでください。

　bousai.takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp

②メール配信サービスのページから配信登録を申し込みます。

③登録用ＵＲＬが記載されたメールが届きます。

④メールに記載されている登録用ＵＲＬにアクセスします。

⑤画面表示に従ってください。

⑥登録完了のメールが届きます。

　市では、災害の種別や規模によって、開設

する避難所を決定します。避難する場合は、

避難所の開設状況を必ず確認してください。

●情報の入手方法

　竹原市防災情報メール、告知放送設備（屋

外スピーカー）、市ホームページ、市ツイッ

ター、市フェイスブック、タネット放送、テ

レビのデータ放送など

「警戒レベル」で
避難のタイミング
をお伝えします。

「警戒レベル４」
で危険な場所にい
る人は全員避難！

開設した避難所を知る方法 避難所の混雑状況が確認できます

　避難所開設時に、避難所の混雑状況がスマートフォン

などで確認できるようになりました。「空いています」・

「やや混雑」・「混雑」・「満」の４段階で表示されます。

混雑状況が確認できることで、コロナ禍での３密回避や

分散避難につながります。

　　　　　　　　　　避難所マップ▶

●避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル４の避難勧告と避難指示（緊急）　

　を避難指示に一本化（現行の避難勧告を発令しているタイミングで、避難指示を発令）

●警戒レベル３の名称を高齢者等避難に見直し

避難情報等の変更点

警戒レベル 避難情報等 避難行動等

警戒レベル５
緊急安全確保

（市が発令）
既に災害が発生または切迫している状況です。
命を守るための最善の行動をとりましょう。

警戒レベル４ 避難指示
（市が発令）

危険な場所にいる人は速やかに避難しましょう。
避難先までの移動が危険と思われる場合は、
近くの安全な場所への避難や、自宅内のより
安全な場所に避難しましょう。

警戒レベル３ 高齢者等避難
（市が発令）

危険な場所にいる人で、避難に時間を要する
人（高齢者、障害のある人、乳幼児等）とそ
の支援者は避難をしましょう。その他の人は、
避難の準備を整えましょう。

警戒レベル２
洪水注意報
大雨注意報

（気象庁が発表）

避難に備え、ハザードマップ等で自らの避難
行動を確認しましょう

警戒レベル１
早期注意情報

（気象庁が発表）
災害への心構えを高めましょう

全員避難

高齢者等は避難


